
 

特例認定一般事業主における次世代育成支援対策実施状況  
公表年月日     令和   年   月   日  

（ ふりが な ）  
                        特例認定一般事業主の氏名又は名称   

（ ふりが な ）  
                              （法人の場合）代表者の氏名                   

主 た る 事 業  

住 所 〒  
                       電  話  番  号                  

 次世代育成支援対策推進法第 15 条の３第２項の規定により、下記のとおり公表します。  

記  

１．特例認定を受けた一般事業主行動計画について  

  (1) 計画期間  令和    年   月   日  ～  令和   年   月   日（  期目）  

  (2) 次世代育成支援対策推進法第 15条の２の特例認定（プラチナくるみん認定）を受けた
日及び特例認定を受けた労働局     令和   年   月   日    労働局  

  (3) 常時雇用する労働者数            人  

２．公表回数及び事業年度  

  (1) 公表回数      回目  

 (2) 事業年度  

イ  公表事業年度    令和   年    月   日  ～  令和   年   月   日  

    ロ  公表前事業年度   令和   年   月   日  ～  令和   年   月   日  

    ハ  公表前々事業年度  令和   年   月   日  ～  令和   年   月   日  

３．育児休業等の取得に関する状況   

(1) 男性労働者の状況  
イ  公表前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、育児休業等をし

た男性労働者数及びその割合  

公表前事業年度において  

配 偶 者 が 出 産 し た 男 性
労働者数    （Ａ）  

育 児 休 業 等 を し た 男 性
労働者数    （Ｂ）  

育児休業等をした男性労働者数  
の割合    （Ｂ）／（Ａ）×100 

人   
※（       人）  

人   
※（       人）  

（Ｃ）            ％  
   ※  (                       ％ ) 

※ 中 小 事 業 主 は 必 須 項 目 に 加 え 、 「 公 表 前 事 業 年 度 と そ の 前 の 一 定 期 間 （ 最 長 ３ 年 間 ） を 合 わ せ て 計 算

した 値」 を、 （     ） 内に 任意 で公 表 でき ま す。  

    ロ (ｲ) 公表前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、育児休業等
をした男性労働者数及び育児目的休暇制度を利用した男性労働者数の合計数の
割合  

公表前事業年度において  

配 偶 者 が 出 産 し
た男性労働者数  

（Ｄ）

育 児休 業 等を
し た男 性 労働
者数  （Ｅ）  

小学校就学の始期に達する
までの子について育児目的
休暇制度を利用した男性労
働者数   （Ｆ）  

育 児 休 業 等 及 び 育 児 目 的
休 暇 制 度 を 利 用 し た 男 性
労働者数の合計数の割合  

（Ｅ＋Ｆ）／（Ｄ）×100  

人  
※（   人）  

人  
※（   人）  

人  
※（        人）  

（Ｇ）        ％  
※（        ％）  

※中 小事 業 主は 必須 項 目に 加 え、「 公 表前 事業 年 度と そ の前の 一定期 間 （最 長３ 年間） を 合わせ て 計算

し た値」 を、（     ） 内に任 意 で公表 で きま す 。  

   

様式例１  
（注）    は、必ず記載する項目（３． (1)ハ～ホは、中小事業主が特例を適用した場合に、該当する項目を記載）  
   青  色は、中小事業主が任意で記載できる項目  
   赤  色は、少なくともどちらか一方を記載する項目  

プラチナくるみん
認定を受けた行動
計画期間と何期目
の計画かを記入し
てください。

プラチナくるみん
認定を受けた日付
と認定を受けた労
働局の都道府県名
を記入してください。

プラチナくるみん認
定を受けた後、何回
目の実施状況の公
表にあたるのかを記
入してください。

公表を行う日が属
する事業年度の前
事業年度、前々事業
年度を記載してくだ
さい。

育児休業等及び
育児目的休暇制度
を利用した男性労
働者数及び割合の
算出に当たっては、
公表時において、既
に退職している労働
者は、分母にも分子
にも含まれません。

育児・介護休業法
上の育児休業の対
象とならない有期
契約労働者は、計
算から除外して構
いません。

実施状況を公表す
る日が属する事業
年度（各企業におけ
る会計年度）を記載
してください。

特特例例認認定定一一般般事事業業主主ににおおけけるる次次世世代代育育成成支支援援対対策策実実施施状状況況 記記入入例例
（（ププララチチナナくくるるみみんん認認定定企企業業のの次次世世代代育育成成支支援援対対策策実実施施状状況況））

実施状況を公表
する日を記入してく
ださい。プラチナく
るみん認定を受け
た後、概ね３か月
以内に公表するこ
とが必要です。

厚生労働省ホームページより
ダウンロードができます
https://www.mhlw.go.jp/gener
al/seido/koyou/jisedai/

同一の子について
（E)と（F)の両方を利
用した場合は、１人
とカウントします。

公表を行う事業主の氏名又は名称、主たる事業、住所、電話番号を
記入してください。
法人の場合は、法人の名称、主たる事業、主たる事務所の所在地、
代表者の氏名、主たる事務所の電話番号を記入してください。
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(ﾛ) 育児目的休暇制度の具体的内容  
 

 
   ○中小事業主の特例の適用により特例認定を受けた事由に関する男性労働者数  

（特例を適用した項目は必ず記載。その他の中小事業主は任意記載）  
ハ  公表前事業年度において看護等休暇を取得した男性労働者数  

（１歳に満たない子のために当該休暇を取得した場合を除く。）       人  
 
ニ  公表前事業年度において短時間勤務制度等を子の養育のために利用した男性労働  

者数  
 人  

    
ホ  公 表 前 事 業 年 度 に お い て 育 児 目 的 休 暇 制 度 を 15歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の ３  

月 31日 ま で の 間 に あ る 子 又 は 小 学 校 就 学 前 ま で の 孫 の た め に 利 用 し た 男 性 労 働  

者 数  
 人  

(2) 女性労働者の状況  
公表前事業年度において出産した女性労働者数、育児休業等をした女性労働者数及び
その割合並びに公表前事業年度において出産した女性有期雇用労働者数、育児休業等
をした女性有期雇用労働者数及びその割合  

 

 

 

  

 

 

 

 

公表前事業年度において  
 

出産した女性労働者数  

        （Ａ）  
育児休業等をした女性
労働者数    （Ｂ）  

育児休業等をした女性労働者数の割合  

  （Ｂ）／（Ａ）×100 

人  
※（       人）  

                      人  
※（       人）  

（Ｃ）             ％  
※（             ％）  

出産した女性有期雇用労
働者数  

        （Ｄ）  

育児休業等をした女性
有期雇用労働者数  

（Ｅ）  

育児休業等をした女性有期雇用労働者
の割合  

 （Ｅ）／（Ｄ）×100  
人  

※（       人）  
人  

※（       人）  
（Ｆ）         ％  

※（             ％）  
※中小事業主は 必須項 目に加え、「 公表前 事業年 度と その前の 一定期 間（最 長３年間）を 合わせ て計算し

た値」を、（     ）内に任意で 公表で きます 。  
   

４ ． 時 間 外 労 働 及 び 休 日 労 働 に 関 す る 公 表 前 事 業 年 度 の 状 況  

①  そ の 雇 用 す る 労 働 者 （ 短 時 間 労 働 者 及 び 有 期 雇 用 労 働 者 の 雇 用 管 理 の 改 善 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ５ 年 法 律 第 76号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 短 時 間 労 働 者 を 除 く 。 ） １ 人

当 た り の 各 月 ご と の 時 間 外 労 働 及 び 休 日 労 働 の 合 計 時 間 数  

公 表 前 事 業 年 度  各 月 の 時 間 外 労 働 及 び 休 日 労 働 の 時 間 数  

 

（     ） 年 度  

１ 月  ２ 月  ３ 月  ４ 月  ５ 月  ６ 月  

      

７ 月  ８ 月  ９ 月  10月  11月  12月  

      

 ②  平 均 し た １ 月 当 た り の 時 間 外 労 働 時 間 が 60時 間 以 上 で あ る 労 働 者 数  

                                      人  

 

公表時に
おいて、現に
雇用されて
いない労働
者は除外し
てください。
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公表時において
既に退職している
女性労働者は、分
母にも分子にも含
まれません。
また、育児・介護
休業法上の育児
休業の対象となら
ない有期契約労働
者は、計算から除
外して構いません。

公表前事業年度に
おける労働者１人当
たりの各月ごとの時
間外労働及び休日
労働の合計時間数
を記載してください。

公表前事業年
度において、平
均した１月当たり
の時間外労働時
間が60時間以上
である労働者の
数を記載してくだ
さい。
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５．働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置の実施状況  
  

 実施している措置  措置の内容  公表前事業年度の状況   

ア  男性労働者の育児休業等の取得
期間の延伸のための措置  

 

 

 
○男性の平均育児休業等取得
期間 
 

 日 

イ  年次有給休暇の取得の促進の  

ための措置  

 

 

 
○平均年次有給休暇取得率 
 

 ％ 

ウ  短時間正社員制度、在宅勤務、
テレワークその他の働き方の見直
しに資する多様な労働条件の整備
のための措置  

 

 
 

 

６ ． 女 性 の 継 続 就 業 に 関 す る 状 況  
 

イ  公 表 前 々 事 業 年 度 に お い て 出 産 し た 女 性 労 働 者 数 に 対 す る 、 公 表 前 事 業 年 度 に 在
職 し て い る 又 は 在 職 し て い た 女 性 労 働 者 数 の 割 合  

公 表 前 々 事 業 年
度 に お い て 出 産
し た 女 性 労 働 者
数  

公 表 前 事 業 年 度 に お い て  

（ Ａ ） の う ち 、 在 職 し て い る 又 は 在
職 し て い た 女 性 労 働 者 数 （ 育 児 休 業
等 を し て い る も の 又は育 児 目 的 休 暇 制
度 を 利 用 し て い る も の を 含 む 。 ）  

在 職 し て い る 又 は 在 職
し て い た 女 性 労 働 者 数
の 割 合   
（ Ｂ ） ／ （ Ａ ） ×100 

（ Ａ ）    人
 ※ （    人 ）  

（ Ｂ ）            人  
 ※ （            人 ）  

％  
※ （       ％ ）  

※中小事 業主は 必須項 目に 加え、「 対象年 度とそ の前 の一定期 間（最 長３年 間）を合わせ て計算 した値 」

を、（     ）内に 任意 で公表で きます 。  

 
 
 
 

ロ  公 表 前 々 事 業 年 度 に お い て 出 産 し た 女 性 労 働 者 数 及 び 公 表 前 々 事 業 年 度 に お い て
出 産 す る 予 定 で あ っ た 女 性 労 働 者 の う ち 退 職 し た 女 性 労 働 者 数 の 合 計 数 に 対 す る 、 公
表 前 事 業 年 度 に 在 職 し て い る 又 は 在 職 し て い た 女 性 労 働 者 数 の 割 合  

公 表 前 々 事 業 年 度 に お い て  公 表 前 事 業 年 度 に お い て  

出 産 し た 女 性
労 働 者 数  

出 産 す る 予 定 で
あ っ た 女 性 労 働
者 の う ち 退 職 し
た 女 性 労 働 者 数  

（ Ｃ ） の う ち 、 在 職 し て
い る 又 は 在 職 し て い た 女
性 労 働 者 数 （ 育 児 休 業 等
を し て い る も の 又は育 児 目
的 休 暇 制 度 を 利 用 し て い
る も の を 含 む 。 ）  

在 職 し て い る 又 は
在 職 し て い た 女 性
労 働 者 数 の 割 合   
（ Ｅ ） ／ （ Ｃ ＋ Ｄ ）

×100  

（Ｃ）    人  
※（    人）  

（ Ｄ ）    人  
 ※ （    人 ）  

（ Ｅ ）        人  
 ※ （        人 ）  

      ％  
※ （     ％ ）  

※中小事 業主は 必須項 目に 加え、「 対象年 度とそ の前 の一定期 間（最 長３年 間）を合わせ て計算 した値 」

を、（     ）内に 任意 で公表で きます 。  
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事業主の任意に委ねられている項目ですが、
公表前事業年度の男性の平均育児休業等取
得期間、平均年次有給休暇取得率についても、
併せて公表することが望まれます。

（Ａ）欄には公表前々事業年度に出産し
た女性労働者数を、（Ｂ）欄には、（Ａ）のう
ち、公表前事業年度に在職している女性
労働者数（育児休業等をしているもの又
は育児目的休暇制度を利用しているもの
を含む）をそれぞれ記入してください。

（Ｃ）欄には公表前々事業年度において出産した女性労働者数を、（Ｄ）欄には、公表前々
事業年度に出産する予定であった女性労働者のうち退職したものの数を、（Ｅ）欄には、（Ｃ）
のうち、公表前事業年度に在職している女性労働者数（育児休業等をしているもの又は育
児目的休暇制度を利用しているものを含む）をそれぞれ記入してください。
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７ ． 育 児 休 業 等 を し 、 又 は 育 児 を 行 う 労 働 者 が 、 職 業 生 活 と 家 庭 生 活 と の 両 立 を 図 り な が ら
、 そ の 意 欲 を 高 め 、 か つ そ の 能 力 を 発 揮 す る こ と で 活 躍 で き る よ う に す る た め の 取 組 の
計 画 の 内 容 及 び そ の 実 施 状 況  

 

 実 施 し て い る 取 組  計 画 の 内 容  実 施 状 況  

ア 

女

性

労

働

者

に

向

け

た

取

組 

①  若 手 の 女 性 労 働 者 を 対 象 と
し た 、 出 産 及 び 子 育 て を 経 験
し て 働 き 続 け る キ ャ リ ア イ メ
ー ジ の 形 成 を 支 援 す る た め の
研 修  

  

②  社 内 の ロ ー ル モ デ ル と 女 性
労 働 者 を マ ッ チ ン グ さ せ 、 当
該労働者が働き続けていく上で
の悩みや心配事について相談に
乗り助言するメ ン タ ー と し て
継 続 的 に 支 援 さ せ る 取 組  

  

③  従 来 、 主 と し て 男 性 労 働 者
が 従 事 し て き た 職 務 に 新 た に
女 性 労 働 者 を 積 極 的 に 配 置 す
る た め の 検 証 や 女 性 労 働 者 に
対 す る 研 修 等 職 域 拡 大 に 関 す
る 取 組  

  

④  管 理 職 の 手 前 の 職 階 に あ る 女
性 労 働 者 を 対 象 と し た 、 昇 格
意 欲 の 喚 起 又 は 管 理 職 に 必 要
な マ ネ ジ メ ン ト 能 力 等 の 付 与
の た め の 研 修  

  

イ

 

子

育

て

中

の

労

働

者

に

向

け

た

取

組 

①  育 児 休 業 か ら の 復 職 後 又 は 子
育 て 中 の 労 働 者 を 対 象 と し た 能
力 の 向 上 の た め の 取 組 又 は キ ャ
リ ア 形 成 を 支 援 す る た め の カ ウ
ン セ リ ン グ 等 の 取 組  

  

②  今 後 の キ ャ リ ア 形 成 の 希 望 に
応 じ た 両 立 支 援 制 度 の 利 用 や 配
偶 者 と の 家 事 分 担 等 の 検 討 を 促
す た め の キ ャ リ ア 研 修 の 実 施  

  

イ 

管

理

職

に

向

け

た

取

組

等 

①  企 業 ト ッ プ 等 に よ る 仕 事 と
子 育 て の 両 立 の 推 進 及 び 子 育
て 中 の 能 力 発 揮 に 向 け た 職 場
風 土 の 改 革 に 関 す る 研 修 等 の
取 組  

  

②  女 性 労 働 者 の 育 成 に 関 す る
管 理 職 研 修 等 の 取 組  

  

③  働 き 続 け な が ら 子 育 て を 行
う 労 働 者 の キ ャ リ ア 形 成 の た
め に 必 要 な 業 務 体 制 及 び 働 き
方 の 見 直 し 等 に 関 す る 管 理 職
研 修  

  

④  育 児 休 業 制 度 や 短 期 時 間 勤
務 制 度 等 を 利 用 し て も 中 長 期
的 に 処 遇 上 の 差 を 取 り 戻 す こ
と が 可 能 と な る よ う な 昇 進 基
準 及 び 人 事 評 価 制 度 の 見 直 し
に 向 け た 取 組  

  

 

83

育児休業等をし、又は育児を行う労働者が、職業生活と家庭生活との両立を図りながら、その意欲
を高め、かつその能力を発揮することで活躍できるようにするための計画の内容と実施状況について、
該当する項目（１か所以上の記載が必要）に記載してください。
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 ⑤  育 児 休 業 制 度 や 短 時 間 勤 務
制 度 等 の 利 用 者 の キ ャ リ ア 形
成 ・ 能 力 開 発 を 行 っ て い く 必
要 が あ る こ と や 、 円 滑 な 制 度
利 用 の た め に 業 務 を 代 替 す る
周 囲 の 労 働 者 の 業 務 見 直 し や
評 価 へ の 配 慮 が 求 め ら れ る こ
と に つ い て の 管 理 職 向 け の 情
報 提 供 や 研 修 の 実 施  

  

エ 

そ

の

他 
 

環

境

の

整

備 

①  各 企 業 に お け る 次 世 代 育 成
支 援 対 策 の 推 進 体 制 の 整 備 を
図 る 方 策 と し て 、 企 業 ト ッ プ
に よ る 仕 事 と 子 育 て の 両 立 支
援 の 推 進 が 重 要 で あ る と い う
考 え 方 を 明 確 に し た 強 い メ ッ
セ ー ジ の 発 信  
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